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議案第１０２号別紙 

 

 

令和５年度 小千谷市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総 則） 

第１条 令和５年度小千谷市工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度小千谷市工業用水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第３条に定めた 

収益的収入及び支出の予定額のうち、支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科   目） （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

 

支     出 

 

第１款 工業用水道事業費用    262,324 千円          539 千円       262,863 千円 

第１項 営 業 費 用      260,806 千円          539 千円       261,345 千円 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 

（科   目） （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

       

(1) 職員給与費        32,632 千円         539 千円      33,171 千円 

 

工水（1） 



令和５年度  小千谷市工業用水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

　　収益的収入及び支出

　　支　　　　　出

1. 工業用水道事業
費用

262,324      539          262,863      

1.  営業費用 260,806      539          261,345      

1. 原水及び浄水費 161,708      646          162,354      

4. 総係費 20,675       △107 20,568       

工水 (2)

款　　　　項 目 既決予定額 補正予定額 計



単位：千円

補正予定額

1. 給料 170          一般職 170          

2. 手当 240          職員手当 240          

3. 賞与引当金繰入額 76           賞与引当金繰入額 62           

法定福利費引当金繰入額 14           

6. 法定福利費 160          職員共済組合負担金 160          

1. 給料 △200 一般職 △200

2. 手当 170          職員手当 170          

3. 賞与引当金繰入額 △77 賞与引当金繰入額 △60

法定福利費引当金繰入額 △17

工水 (3)

備　　　　　　　　　　考

節 説　　　明



単位：千円

228

△ 258

219

193
そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

そ の 他 の
増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 加 分

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（注）１　期末・勤勉手当には、賞与引当金に係る分を含む。

　　　２　退職給付費は、退職給付引当金繰入額

1,779

比 較 20 79 73

補 正 前 922 267 3,466 2,888 277

退職給付費

補 正 後 922 287 3,545 2,961 277 1,779

区 分
休 日 勤 務
手 当

管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒冷地手当

448

比 較 90 150

448

補 正 前 450 406 659

補 正 後 540 556 659

扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務
時 間 外
勤 務 手 当

夜 間 勤 務
手 当

382 157 539

（注）１　（　）内は短時間勤務職員数を外書きしたもの

比 　　 較 △ 30 412

5,590 32,632補　正　前 8
4

(0)
30 15,450 11,562 27,042

33,171補　正　後 8
4

(0)
30 15,420 11,974 27,424 5,747

報　酬 給　料 手　当 計
区　　　　分

職　員　数 給　与　費
特別職
(人)

一般職
(人)

　　　２　手当には児童手当を含まず、賞与引当金及び退職給付引当金に係る分を含む。

　　　３　法定福利費には賞与引当金に係る分を含む。

単位：千円

手 当 の

内 訳

区 分

給 料 △ 30

期末手当　114
勤勉手当　105

会計間異動の差等

１　総　　括

区　分 増　減　額 増 減 事 由 別 内 訳 説　　　明

２　給料及び手当の増減額の明細

単位：千円

法  定

福利費
合　計

給 与 費 明 細 書

手 当

給与改定の状況
給与平均改定率　1.1％
令和5年4月1日

備　　　　考

会計間異動の差等

412

工水 (4)



支給期別支給率(月分) 支給率計

(月分)

職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備　考

6月 12月

　(5)　期末手当・勤勉手当

区　　　分

有

2.200
（1.150）

4.50
（2.35）

有

2.300
（1.200）

補　正　後

補　正　前
2.200

（1.150）
2.200

（1.150）
4.40

（2.30）

３　給料及び手当の状況

（注）（　）内は再任用職員の支給期別支給率を外書きしたもの

4.50
（2.35）

有一般会計の制度

2.200
（1.150）

2.300
（1.200）

工水 (5)


